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Ⅵ．公共施設整備における官民連携指針 

１．基本指針 
基本方針で示したとおり、公共施設の整備には、民間の知恵と力を最大限活かすことが重要である。

区では「官民連携指針（H29.3 政策経営部）」を策定し、官民連携の推進を各分野において展開するこ

とを目指している。 
整備（新設、改築、用途転換等）にあたっては、民間のノウハウや発想力を活用し、財政負担の軽減

や、施設機能・サービスの向上を図る。 
また、民間で同等の施設の運営が可能な場合は、民間での整備を誘導することとし、土地・建物を条

件付で貸付する。 
今後、施設整備の基本構想の前に、官民連携手法の導入可否を必ず検討することとする。 

 
２．検討手順 
以下の手順に基づく検討を行うことを基本とする。 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
10 VFM（Value For Money）：支払った代金に対する価値のこと。さまざまな整備手法を比較し、VFMが最大になる（同じ投資額で得られ
る価値が最大になる、同じ価値のものを発注したときに代金がもっとも安くなるなど）手法を選択する。 

《対象事業》 
・建築物の整備等に関する公共施設整備事業（ただし、事業費総額が10億
円以上の事業） 
・公的不動産の貸付等により⺠営施設の整備誘導を図る事業 
・その他、上記の複合的⼿法などによる⺠間事業者の能⼒、資⾦を活⽤した
事業 
※ただし、以下の事業は除外する。 
・⺠間事業者が実施することが法的に制限されている公共施設整備事業 
・災害復旧事業等、緊急に実施する必要がある公共施設整備事業 

施設整備の検討着手 

対象事業の当否 

⺠間事業者との対話 

手法の選択 

官⺠連携⼿法の導⼊可否 

公募 

 

 

 

 

・公共施設等総合管理計画、建物整備・保全計画に基づき、個別施設の基本
構想に着⼿するとき、または公共施設の運営の⾒直し、統廃合、⽤途転換
を検討する際に、官⺠連携⼿法の導⼊の検討を⾏う。 

・事業の⼿法の選択に先⽴ち、⺠間事業者と対話型のサウンディングや、事
業の枠組みの提案を受けるなどにより、参⼊意向調査や⼿法の整理を⾏
う。 

・整備する施設の特性や、用途、使用期間、規模、経費、VFM10等を踏まえ、
最適な手法を選択する。 
※次ページ「３．手法の選択」参照 

・区が直接整備、運営する従来型の⼿法と、官⺠連携の⼿法をとる場合の経
費総額の⽐較を⾏う。 
※次ページ「４．官⺠連携⼿法導⼊の可否判断」参照 

・導⼊の可否判断を⾏った上で、導⼊を決定した場合は該当する事業を公表
し、プロポーザル⽅式等による⺠間提案の公募を⾏う。 
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３．手法の選択 
以下の検討フロー等により、整備する施設の特性、用途、使用期間、規模、経費、VFM等を踏まえ、

最も適切な手法を選択する。なお、一つの手法に絞込みが困難な場合は、複数を選択して比較する。 

（※手法の詳細は資料編p20参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．官民連携手法導入の可否判断 
導入の可否は、基本的には区が直接整備、運営する従来型と、官民連携手法を導入する場合との経費

総額の比較を行い、経費面でのメリットがある場合に導入することとする。まず、国が示す「PPP／PFI

手法簡易定量評価調書」等を活用し、簡易な検討により導入の一次判断を行う。一次判断によりメリッ

トが期待できると判断した場合は、更に専門的な外部コンサルタントを活用することなどにより、より

精度の高いVFM等の評価を行い、導入可否を判断する。 

官民連携手法の導入可否については、個別の施設の整備方針を意思決定する際に、その検討結果を報

告し、外部に対しても報告するものとする。 

⺠間が独⽴採算で整
備・運営可能か 

利⽤料⾦制の指
定管理が可能か 

一部補助、減免等により
⺠間が整備・運営可能か 

・収益施設併設型PFI（独⽴
採算型、運営権譲渡方式） 
・条件付貸付 等 

容積率に余剰
が生じるか 

・PFI（独⽴採算型） 
・条件付貸付 等 

容積率に余剰
が生じるか 

・収益施設併設型条件付貸
付（地代減免） 等 

・条件付貸付（地代減免） 

収益施設併設
型指定管理 

指定管理（利⽤
料⾦制） 

・音楽ホールと分譲
住宅の合築 
・スポーツ興⾏施設
と飲食店等の合築 

・音楽ホール 
・スポーツ興⾏施設 
・貸スペース 

・認可保育園（私⽴）
と商業ビルの合築 

・  
・認可保育園（私⽴） 

事業規模10億円以上で
整備と運営の一括発注
に合理性があるか（※） 

容積率に余剰
が生じるか 

・収益施設併設型PFI（サー
ビス購入型）またはDBO 

・PFI（サービス購入型） 
・DBO 

容積率に
余剰が生
じるか 

事業規模10億円以上で
設計と施工の一括発注
に合理性があるか（※） 

デザインビル
ド（DB）、 
リース方式 

従来型（分離発注⽅式） 

収益施設併設
型公共施設 

管理委託、 
直接運営、 
住⺠等運営 
住⺠運営

容積率に
余剰が生
じるか 

（整備例） 

・公共施設とカフェ、
店舗等併設 

 
 
 
・NPO等自主運営型
集会施設 

・市⺠ホールとカフ
ェ、コンビニ（貸付）
の併設 
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・市⺠スポーツ施設
（サービス購入）と
レストラン（収益事
業）の併設 

※地域経済への配慮や、設計内容に利
⽤者等の意⾒を反映する必要性な
どの観点から、総合的に判断する。 
運営を伴わない整備事業への設計
施工一括発注の導入は、当分の間、
試⾏を⾏い、⼿法、効果を検証する。 
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